
 

日本ＣＳＲ推進協会 ２０２５年度 第２回研修セミナーのご案内 

下請法（取適法）の改正、執行強化への企業対応 
～実務への影響をパネルディスカッションで具体的に解説～ 

 
２０２５（令和７）年５月の改正により、下請法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する

代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略称：中小受託取引適正化法、通称：取適法）に名

称を変更したうえで、２０２６（令和８）年１月１日から改正法が施行されます。 

発荷主が運送事業者に対して物品運送を委託する取引が適用対象に追加されたほか、取適

法の適用範囲を画する基準として従業員数による基準が追加される等、適用範囲の拡大がな

されています。また、取適法の適用対象取引では、手形による支払いが禁止され、電子記録債

権やファクタリング等による支払いも事実上禁止されます。発注側事業者の禁止行為として「協

議を適切に行わない代金額の決定の禁止」が新しく追加されます。このほか、運用基準の改正

に伴い、「代金支払時の振込手数料の控除」についても、受注側事業者との書面による合意が

あったとしても、不当減額として違法になる等の解釈の変更も予定されています。法改正以外

にも、違反行為に対する調査、摘発が活発化している点についても注意が必要です。 

本セミナーでは、法改正に向けた検討を行った「企業取引研究会」に委員として参画された

松田世理奈弁護士をお招きして、改正法の背景や今後の流れも踏まえたポイントをご説明いた

だくとともに、最近の下請法及び関連規制の動向も含めて、松田弁護士と下請法案件の対応経

験を有する弁護士がパネルディスカッション形式により掘り下げて議論いたします。 

また、会場参加のご参加者からのご質問を優先的にお答えしつつ、質疑応答も行う予定で

す。ハイブリット開催とし、会場参加は先着１２名となります。是非ご参加ください。 

日 時  ２０２５年１１月７日（金）午後３時３０分～午後５時 

場 所  会場（弁護士法人北浜法律事務所東京事務所）とＺＯＯＭによるハイブリット開催 

内 容  １． 下請法から取適法へ ～取引適正化の潮流・ポイントを押さえる～ 

【講     師】 松田世理奈 （弁護士、阿部・井窪・片山法律事務所） 

２． パネルディスカッション 

          【パネリスト】 松田世理奈、籔内俊輔 （弁護士、弁護士法人北浜法律事務所東京

事務所）、木下雅之（弁護士、弁護士法人東町法律事務所） 

【司 会】 花本浩一郎 （弁護士、TMI総合法律事務所） 

      ３． 質疑応答 （会場参加からのご質問を優先させていただきます。） 

定  員  会場参加（弁護士法人北浜法律事務所東京事務所） 先着１２名 

オンライン参加（ＺＯＯＭ） ２００名 

主 催  日本ＣＳＲ推進協会 

後  援  日本弁護士連合会、日本組織内弁護士協会 

参加費  ２０００円 （日本ＣＳＲ推進協会会員は無料） 

                 ※ 申込方法 

                 応募フォーム（https://jcsr-fair-competition-2025.peatix.com/） 

                 からお申込みください。 

                 左記からもお申込みいただけます。 

                お申込みいただいた方には、開催日の前日までに視聴ＵＲＬ等

    をご登録されたメールアドレス宛てにお送りさせていただきます。 
 

https://jcsr-fair-competition-2025.peatix.com/

